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第
一
章

国
際
出
願
及
び
国
際
登
録

第
三
条

国
際
出
願
を
す
る
資
格

締
約
国
で
あ
る
国
の
国
民
若
し
く
は
締
約
国
で
あ
る
政
府
間
機
関
の
構
成
国
の
国
民
で
あ
る
者
又
は
締
約
国
の
領
域

に
住
所
、
常
居
所
若
し
く
は
現
実
か
つ
真
正
の
工
業
上
若
し
く
は
商
業
上
の
営
業
所
を
有
す
る
者
は
、
国
際
出
願
を
す

る
資
格
を
有
す
る
。

第
四
条

国
際
出
願
を
す
る
た
め
の
手
続

﹇
直
接
又
は
間
接
の
出
願
﹈

⒜

出
願
人
は
、
そ
の
選
択
に
よ
り
、
国
際
事
務
局
に
対
し
直
接
に
、
又
は
出
願
人
の
締
約
国
の
官
庁
を
通
じ
て
国

際
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒝

⒜
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
宣
言
に
よ
り
、
自
国
の
官
庁
を
通
じ
て
国
際
出
願
を
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
事
務
局
長
に
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
間
接
の
出
願
の
場
合
の
送
付
手
数
料
﹈

い
ず
れ
の
締
約
国
の
官
庁
も
、
自
己
を
通
ず
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
送
付
手
数
料
を
支
払
う
こ
と
を
出
願
人
に
要

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条

国
際
出
願
の
内
容

﹇
国
際
出
願
に
必
須
の
内
容
﹈

国
際
出
願
に
つ
い
て
は
、
一
の
所
定
の
言
語
で
作
成
し
、
及
び
次
の
も
の
を
含
め
、
又
は
添
付
す
る
。

こ
の
改
正
協
定
に
基
づ
く
国
際
登
録
の
請
求

出
願
人
に
関
す
る
所
定
の
事
項

国
際
出
願
の
対
象
で
あ
る
意
匠
の
一
の
複
製
物
又
は
出
願
人
の
選
択
に
よ
る
二
以
上
の
異
な
る
複
製
物
の
写

し
（
所
定
の
方
法
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
も
の
）
の
所
定
の
部
数
。
た
だ
し
、
意
匠
が
平
面
的
な
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
公
表
の
延
期
の
請
求
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
国
際
出
願
に
は
、
複
製
物

を
含
め
る
こ
と
に
代
え
て
、
所
定
の
部
数
の
意
匠
の
見
本
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

意
匠
を
構
成
す
る
一
若
し
く
は
二
以
上
の
製
品
又
は
意
匠
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
一
若
し
く
は
二
以
上

の
製
品
の
所
定
の
表
示

指
定
締
約
国
の
表
示

所
定
の
手
数
料

そ
の
他
の
所
定
の
事
項

﹇
国
際
出
願
に
追
加
さ
れ
る
必
須
の
内
容
﹈

⒜

そ
の
官
庁
が
審
査
官
庁
で
あ
る
締
約
国
で
あ
っ
て
、
自
国
の
法
令
が
意
匠
の
保
護
の
付
与
の
た
め
の
出
願
に
つ

い
て
自
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
出
願
日
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
出
願
が
⒝
に
規
定
す
る
要
素
の
い
ず
れ

か
を
含
む
こ
と
を
こ
の
改
正
協
定
の
締
約
国
と
な
る
時
に
要
求
す
る
も
の
は
、
宣
言
に
よ
り
、
当
該
要
素
に
つ
い

て
事
務
局
長
に
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒝

⒜
の
規
定
に
基
づ
い
て
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
要
素
は
、
次
の
も
の
と
す
る
。

出
願
の
対
象
で
あ
る
意
匠
の
創
作
者
の
特
定
に
関
す
る
表
示

出
願
の
対
象
で
あ
る
意
匠
の
複
製
物
又
は
特
徴
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
説
明

請
求
の
範
囲

⒞

国
際
出
願
に
⒜
の
規
定
に
基
づ
い
て
通
告
を
行
っ
た
締
約
国
の
指
定
を
含
む
場
合
に
は
、当
該
国
際
出
願
に
は
、

所
定
の
方
法
に
よ
り
通
告
の
対
象
で
あ
る
要
素
に
つ
い
て
も
含
め
る
。

﹇
国
際
出
願
の
他
の
内
容
﹈

国
際
出
願
に
は
、
規
則
に
定
め
る
他
の
要
素
を
含
め
、
又
は
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
同
一
の
国
際
出
願
に
お
け
る
二
以
上
の
意
匠
﹈

国
際
出
願
に
は
、
所
定
の
条
件
に
従
い
、
二
以
上
の
意
匠
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
公
表
の
延
期
に
つ
い
て
の
請
求
﹈

国
際
出
願
に
は
、
公
表
の
延
期
に
つ
い
て
の
請
求
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

優
先
権

﹇
優
先
権
の
主
張
﹈

⒜

国
際
出
願
に
は
、
パ
リ
条
約
の
締
約
国
若
し
く
は
世
界
貿
易
機
関
の
加
盟
国
に
お
い
て
又
は
こ
れ
ら
の
国
に
つ

い
て
さ
れ
た
一
又
は
二
以
上
の
先
の
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
を
パ
リ
条
約
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
主
張
す
る

申
立
て
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒝

規
則
は
、
⒜
に
規
定
す
る
申
立
て
を
国
際
出
願
を
し
た
後
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
定
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
規
則
は
、
当
該
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
限
に
つ
い
て
定
め
る
。

﹇
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
国
際
出
願
﹈

国
際
出
願
は
、
そ
の
出
願
日
か
ら
、
出
願
の
結
果
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
パ
リ
条
約
第
四
条
に
規
定
す
る
正
規
の

出
願
と
同
等
の
も
の
と
す
る
。

(xviii)

「
指
定
」
と
は
、
あ
る
締
約
国
に
お
い
て
国
際
登
録
の
効
果
が
生
ず
る
よ
う
求
め
る
請
求
又
は
国
際
登
録
簿

に
お
け
る
当
該
請
求
の
記
録
を
い
う
。

(xix)

「
指
定
締
約
国
」
及
び
「
指
定
官
庁
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
が
適
用
さ
れ
る
締
約
国
及
び
そ
の
官
庁
を
い

う
。

(xx)

「
千
九
百
三
十
四
年
改
正
協
定
」
と
は
、
ハ
ー
グ
協
定
の
改
正
協
定
で
あ
っ
て
、
千
九
百
三
十
四
年
六
月
二

日
に
ロ
ン
ド
ン
で
署
名
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

(xxi)

「
千
九
百
六
十
年
改
正
協
定
」
と
は
、
ハ
ー
グ
協
定
の
改
正
協
定
で
あ
っ
て
、
千
九
百
六
十
年
十
一
月
二
十

八
日
に
ハ
ー
グ
で
署
名
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

(xxii)

「
千
九
百
六
十
一
年
追
加
協
定
」
と
は
、
千
九
百
三
十
四
年
改
正
協
定
の
追
加
協
定
で
あ
っ
て
、
千
九
百
六

十
一
年
十
一
月
十
八
日
に
モ
ナ
コ
で
署
名
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。

(xxiii)

「
千
九
百
六
十
七
年
補
足
協
定
」
と
は
、
ハ
ー
グ
協
定
の
補
足
協
定
で
あ
っ
て
、
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十

四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
署
名
さ
れ
た
も
の
（
そ
の
修
正
を
含
む
。）を
い
う
。

(xxiv)

「
同
盟
」
と
は
、
千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
の
ハ
ー
グ
協
定
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
並
び
に
千
九
百
三

十
四
年
改
正
協
定
、
千
九
百
六
十
年
改
正
協
定
、
千
九
百
六
十
一
年
追
加
協
定
、
千
九
百
六
十
七
年
補
足
協
定

及
び
こ
の
改
正
協
定
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
ハ
ー
グ
同
盟
を
い
う
。

(xxv)

「
総
会
」
と
は
、
第
二
十
一
条

⒜
に
規
定
す
る
総
会
又
は
当
該
総
会
に
代
わ
る
組
織
を
い
う
。

(xxvi)

「
機
関
」
と
は
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
を
い
う
。

(xxvii)

「
事
務
局
長
」
と
は
、
機
関
の
事
務
局
長
を
い
う
。

(xxviii)

「
国
際
事
務
局
」
と
は
、
機
関
の
国
際
事
務
局
を
い
う
。

(xxix)

「
批
准
書
」
に
は
、
受
諾
書
及
び
承
認
書
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
二
条

締
約
国
の
法
令
及
び
特
定
の
国
際
条
約
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
他
の
保
護
の
適
用

﹇
締
約
国
の
法
令
及
び
特
定
の
国
際
条
約
﹈

こ
の
改
正
協
定
は
、
締
約
国
の
法
令
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
一
層
厚
い
保
護
の
適
用
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
、
著
作
権
に
関
す
る
国
際
条
約
及
び
協
定
に
よ
っ
て
美
術
の
著
作
物
及
び
応
用
美
術
の
著
作
物
に
与
え

ら
れ
る
保
護
又
は
世
界
貿
易
機
関
を
設
立
す
る
協
定
に
附
属
す
る
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定

に
よ
っ
て
意
匠
に
与
え
ら
れ
る
保
護
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

﹇
パ
リ
条
約
を
遵
守
す
る
義
務
﹈

締
約
国
は
、
パ
リ
条
約
の
規
定
で
意
匠
に
関
す
る
も
の
を
遵
守
す
る
。
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